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小樽市告示第５９号  

令和８年３月２日  

  

 小樽市指名競争入札参加資格者名簿登録規則第１０条の規定により、令和８・９年度において、小

樽市（水道局及び病院局を含む。）が発注する物品購入等の競争入札に参加する者の資格、申請の時

期及び方法等について、次のとおり公示します。 

 

小樽市長  迫  俊 哉   

 

第１ 競争入札参加資格について 

１ 資格の種類 

物品購入等（４９種） 

   物品の購入、製造の請負、修繕（改造を含む。）、賃貸借、委託業務（測量委託、工事に係る

調査、設計委託及び道路等維持業務を除く。）、役務の提供及び物品の売払い 

  ※令和８・９年度の定期受付から、一般財団法人北海道建設技術センターが実施する北海道市

町村入札参加資格共同審査システムを導入しています。詳しくは、「第２ 資格審査の申請時期、

方法等」をご覧ください。 

２ 資格の要件 

（１）基本的資格要件 

    次の①～⑥までのいずれかに該当する者は、資格の種類に関係なく、競争入札の参加資格審

査申請をすることができません。 

① 契約を締結する能力を有しない者（ただし、特別な理由がある場合を除く。） 

② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

③ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第 

２条第６号に規定する暴力団員（以下同じ。））又は暴力団関係事業者（暴力団員が実質的に

経営を支配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有

する事業者をいう。）に該当する者 

④ 次のア～キのいずれかに該当すると認められる者及びその者を代理人、支配人その他の使 

用人又は入札代理人として使用する者。（ただし、その事実があった後、審査基準日におい

て既に３年を経過した者については、この限りではない。）  

ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若

しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

    エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定による監督又は検

査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚

偽の事実に基づき過大な額で行った者 
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キ 前記ア～カの規定により入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は履

行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

⑤ 小樽市税に滞納がある者 

⑥ 消費税及び地方消費税に滞納がある者 

（２）申請受付期間と資格要件 

  

第１回 令和8年3月16日 ～ 令和8年4月14日 まで
第２回 令和8年4月15日 ～ 令和8年5月14日 まで
第３回 令和8年5月15日 ～ 令和8年6月12日 まで
第４回 令和8年6月15日 ～ 令和8年7月14日 まで
第５回 令和8年7月15日 ～ 令和8年8月14日 まで
第６回 令和8年8月17日 ～ 令和8年9月14日 まで
第７回 令和8年9月15日 ～ 令和8年10月14日 まで
第８回 令和8年10月15日 ～ 令和8年11月13日 まで
第９回 令和8年11月16日 ～ 令和8年12月14日 まで

第１０回 令和8年12月15日 ～ 令和9年1月14日 まで
第１１回 令和9年1月15日 ～ 令和9年2月12日 まで
第１２回 令和9年2月15日 ～ 令和9年3月12日 まで

随時申請の受付期間

 
審査基準日において、引き続き１年以上その事業を営んでいること。 

    また、営業に関し、法令の規定による許認可、免許、登録等を必要とする場合において、当 

該許認可、免許、登録等を受けていること。 

３ 資格の有効期間 

第１回 令和8年3月1日 令和8年5月1日 ～ 令和10年3月31日 まで

第２回 令和8年4月1日 令和8年6月1日 ～ 令和10年3月31日 まで

第３回 令和8年5月1日 令和8年7月1日 ～ 令和10年3月31日 まで

第４回 令和8年6月1日 令和8年8月1日 ～ 令和10年3月31日 まで

第５回 令和8年7月1日 令和8年9月1日 ～ 令和10年3月31日 まで

第６回 令和8年8月1日 令和8年10月1日 ～ 令和10年3月31日 まで

第７回 令和8年9月1日 令和8年11月1日 ～ 令和10年3月31日 まで

第８回 令和8年10月1日 令和8年12月1日 ～ 令和10年3月31日 まで

第９回 令和8年11月1日 令和9年1月1日 ～ 令和10年3月31日 まで

第１０回 令和8年12月1日 令和9年2月1日 ～ 令和10年3月31日 まで

第１１回 令和9年1月1日 令和9年3月1日 ～ 令和10年3月31日 まで

第１２回 令和9年2月1日 令和9年4月1日 ～ 令和10年3月31日 まで

審査基準日 追加受付の資格有効期間

  

 

第２ 資格審査の申請時期、方法等 

１ 申請の方法 
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   北海道市町村入札参加資格共同審査システムによる電子申請 

２ 申請先 

一般財団法人北海道建設技術センター 

（ポータルサイトＵＲＬ）https://www.hoctec.info/kyoshin/ 

３ 問合せ先 

一般財団法人北海道建設技術センター 市町村支援課 入札参加資格審査担当 

   電話（０１１）３７４－６０９０ ※土日祝日を除く９時から１７時まで 

   E-mail：kyoshin@hoctec.or.jp 

 ４ 変更届について 

   申請内容に変更があったときは、北海道市町村入札参加資格共同審査システムにより速やかに、

変更届を提出してください。 

 ５ 合併、会社分割及び事業譲渡が行われた場合は、速やかに一般財団法人北海道建設技術センタ

ーへその対応についてお問合せください。 

 

第３ その他 

１ 競争入札参加資格者名簿について 

   資格審査の結果は、市のホームページへ掲載することにより公表します。（登録者のみを掲載

した名簿形式） 

２ 問合せ先 

小樽市財政部契約管財課 契約審査グループ 

〒０４７－８６６０ 小樽市花園２丁目１２番１号 市役所別館５階 

電話 (０１３４)３２－４１１１ 物品購入等担当 内線２３９ 

Fax  (０１３４)２３－０６７５ 

E-mail : keiyaku@city.otaru.lg.jp   

小樽市ホームページ  https：//www.city.otaru.lg.jp 


